
ご当地ナンバー（第４弾）の導入について（１/３）

 ご当地ナンバーとは
ナンバープレートの地域名には、従来から運輸支局等の名称や所在地が表示されてきましたが、
平成18年10月10日に、地域振興や観光振興の観点から運輸支局等の新設を伴わない新たな地域
名表示の導入が認められました。
この新たな地域名表示のナンバープレートがご当地ナンバーです。
令和7年5月7日からは、以下の5地域において新たなご当地ナンバーが導入されます。

また、この他に青森県田舎館村が「弘前ナンバー」地域に編入され、交付を開始いたします。

都道府県 導入地域
 （ナンバーに表示される地域名） 対象区域

北海道 十勝
河東郡（音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町）、上川郡（新得町、清水
町）、河西郡（芽室町、 中札内村、更別村）、広尾郡（大樹町、広尾
町）、中川郡（幕別町、池田町、豊頃町、本別町）、 足寄郡（足寄町、
陸別町）、十勝郡（浦幌町）

栃木県 日光 日光市、塩谷郡（塩谷町）

東京都 江戸川 江戸川区 

長野県
安曇野 安曇野市、東筑摩郡（生坂村）、北安曇郡（池田町、松川村）

南信州 飯田市、下伊那郡（松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、
下條村、売木村、 天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村）



ご当地ナンバー（第４弾）の導入について（２/３）

 希望番号申込における新規ご当地ナンバーの導入スケジュール
新規ご当地ナンバーの該当地域においては、申込期間および申込方法によって、標板地名が現行
ナンバーと新規ご当地ナンバーのどちらで受け付けられるかが異なります。
下記の内容をよく確認の上、申し込みを行ってください。



ご当地ナンバー（第４弾）の導入について（３/３）

 ①令和7年3月4日まで
該当地域のインターネット申込分は、現行ナンバーで受け付けられます。

 ②令和7年3月5日から③令和7年4月7日の前日まで
移行期間につき、当サイトでは該当地域の申し込みを行うことはできません。

新規ご当地ナンバーをご希望の場合は、事前申込の開始までお待ちください。
現行ナンバーのインターネット申込は受付終了となります。
ご希望の場合は、該当する希望番号予約センター窓口にお問い合わせください。

 ③令和7年4月7日から
当サイトにて、新規ご当地ナンバーの事前申込を開始します。
この日以降、該当地域のインターネット申込分は、すべて新規ご当地ナンバーで受け付けられま
す。抽選対象希望番号の申し込みについては、当選した場合に事前申込完了となります。

事前申込分については、ナンバープレートの交付可能期間は一律で⑤以降となりますのであらか
じめご了承ください。

 ④令和7年5月6日
現行ナンバーの交付が終了となります。

 ⑤令和7年5月7日から
新規ご当地ナンバーのナンバープレートが交付開始となります。
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